
 

財政法の一部を改正する法律案要綱 

一 文教・科学振興費の財源とする公債の発行等 

１ 文教・科学振興費の財源については、国会の議決を経た金額の範囲

内で、公債を発行すること等ができること。 

 （第４条第１項ただし書関係） 

２ 文教・科学振興費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経

なければならないこと。 （第４条第３項関係） 

３ 予算総則には、文教・科学振興費の範囲に関する規定を設けるもの

とすること。 （第２２条第２号関係） 

二 施行期日 

この法律は、公布の日から施行すること。 （附則関係） 
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第
四
条 

国
の
歳
出
は
、
公
債
又
は
借
入
金
以
外
の
歳
入
を
も
つ
て
、
そ
の
財
源

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
共
事
業
費
、
文
教
・
科
学
振
興
費
、

出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲

内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
償
還
の
計
画
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
事
業
費
及
び
文
教
・
科
学
振
興
費
の
範
囲
に
つ
い

て
は
、
毎
会
計
年
度
、
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条 

予
算
総
則
に
は
、
歳
入
歳
出
予
算
、
継
続
費
、
繰
越
明
許
費
及
び

国
庫
債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
総
括
的
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
事
業
費
及
び
文
教
・
科
学
振
興
費
の

範
囲 

三
～
七 

〔
略
〕 

第
四
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国
の
歳
出
は
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債
又
は
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入
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以
外
の
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入
を
以
て
、
そ
の
財
源
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源

に
つ
い
て
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
し
又
は

借
入
金
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
公
債
を
発
行
し
又
は
借
入
金
を
な
す
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
償
還
の
計
画
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
事
業
費
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
毎
会
計
年
度
、
国

会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条 

予
算
総
則
に
は
、
歳
入
歳
出
予
算
、
継
続
費
、
繰
越
明
許
費
及
び

国
庫
債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
総
括
的
規
定
を
設
け
る
外
、
左
の
事
項
に
関
す

る
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

一 

〔
略
〕 

二 

第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
事
業
費
の
範
囲 

 
三
～
七 

〔
略
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